
　

第51回定時株主総会招集ご通知に際しての
　インターネット開示事項

　

・連結計算書類の連結注記表 ････････････････････ 1 頁
　

・計算書類の個別注記表 ････････････････････････ 11 頁
　

（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）
　

　
　

　

　

当社は、第51回定時株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、連結注記表および個別注記表につ

きましては、法令及び定款第14条の規定に基づき、当社ホームページ（http://www.lamick.co.jp/）に掲載

することにより株主の皆さまに提供しております。
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連 結 注 記 表
〔連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等〕
1. 連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数 ２社
（2）連結子会社の名称

国内連結子会社 株式会社グリーンパックス
在外連結子会社 Taisei Lamick USA, Inc.

2. 持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

4. 会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券
その他有価証券
　時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。

②たな卸資産
　商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品
移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）及び個別法によ
る原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用しております。
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（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
　当社及び国内連結子会社は定率法を、在外連結子会社は定額法を採用しております。
但し、当社及び国内連結子会社は、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属
設備を除く）については、定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
建物及び構築物 ３～60年
機械装置及び運搬具 ２～17年
工具、器具及び備品 ２～20年
また、当社及び国内連結子会社は、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資
産については、３年間で均等償却する方法によっており、平成19年３月31日以前に取
得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却
する方法によっております。
②無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法によっております。
　但し、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基
づく定額法を採用しております。
③リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する定額法によっております。
④長期前払費用
　定額法によっております。
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（3）重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して
おります。
②賞与引当金
当社及び国内連結子会社は、従業員に対して支給する賞与に備えるため、将来の支給
見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計上しております。
③役員賞与引当金
当社は、役員に対して支給する賞与に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会
計年度に負担すべき額を計上しております。
④株主優待引当金
当社は、株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌連結会計年度において発
生すると見込まれる額を計上しております。
⑤執行役員退職慰労引当金
当社は、執行役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末
要支給額を計上しております。
⑥従業員株式給付引当金
当社は、従業員株式給付規程に基づく従業員への当社株式の給付に備えるため、当連

結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
⑦役員株式給付引当金
当社は、取締役株式交付規程に基づく役員への当社株式の給付に備えるため、当連結

会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
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（4）退職給付に係る会計処理の方法
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属
させる方法については、期間定額基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計
年度から費用処理しております。
③小規模企業等における簡便法の採用
国内連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る
期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(追加情報)
当社は、平成27年４月１日に退職一時金制度の全てについて確定拠出年金制度へ移
行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号 平
成14年１月31日）を適用しております。
本移行に伴う影響額は、当連結会計年度の特別利益として43,589千円計上しており
ます。

（5）重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は
損益として処理しております。なお、在外連結子会社の資産及び負債は、連結決算日の
直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用はそれぞれ期中平均相場により円貨に
換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

（6）その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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〔会計方針の変更に関する注記〕
(企業結合に関する会計基準等の適用)
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸
表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）及び「事業分離等に関す
る会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日）等を、当連結会計年度から適用し、
当期純利益等の表示の変更を行っております。

　
〔追加情報〕
(役員退職慰労金制度の廃止)
当社は、平成27年６月17日開催の第50回定時株主総会において、役員報酬体系の見直
しの一環として、役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給（支給の時期は各取締役及び
各監査役の退任時）を決議しました。
これに伴い、当連結会計年度において、「役員退職慰労引当金」31,116千円を取崩し、
打切り支給に伴う未払額を固定負債の「その他」に含めて表示しております。
なお、前連結会計年度まで「役員退職慰労引当金」に含めておりました執行役員分につ

いては、執行役員退職慰労金制度が存続しているため、役員退職慰労金制度の廃止に伴
い、「執行役員退職慰労引当金」に振替計上しております。
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(役員向け株式交付信託及び株式給付信託型ＥＳＯＰについて)
当社は、平成27年６月17日開催の第50回定時株主総会において、中長期的な業績向上
と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、取締役（社外取締役を除く。）
を対象に役員向け株式交付信託を、また、平成27年８月３日開催の取締役会において、
一定以上の職位の従業員を対象に株式給付信託型ＥＳＯＰを決議し、導入いたしました。
（1）取引の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託を設定し、信託を通じて当社株式
の取得を行い、対象者に給付する仕組みであります。
役員向け株式交付信託については、取締役に対し、取締役株式交付規程に従って、

その役位及び経営指標に関する数値目標の達成度に応じて付与されるポイントに基づ
き、信託を通じて当社株式を交付する仕組みであります。
株式給付信託型ＥＳＯＰについては、一定以上の職位の従業員に対し、従業員株式
給付規程に従って、その職位に応じて付与されるポイントに基づき、信託を通じて当
社株式を交付する仕組みであります。

（2）信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）によ

り、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株
式数は、当連結会計年度末90,478千円、30,400株であります。

web開示 2016年05月28日 02時45分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



― 7 ―

　
〔連結貸借対照表に関する注記〕
有形固定資産の減価償却累計額 10,311,965千円
　
〔連結株主資本等変動計算書に関する注記〕
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末
普通株式 6,300,000株 ―株 ―株 6,300,000株

　
2. 配当に関する事項
（1）配当金支払額

決議 株式の
種類

配当金の
総額(千円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

平成27年６月17日
定時株主総会 普通株式 229,702 37.00 平成27年３月31日 平成27年６月18日

平成27年11月２日
取締役会 普通株式 204,868 33.00 平成27年９月30日 平成27年12月10日

（注）平成27年11月２日取締役会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に
対する配当金1,003千円が含まれております。

　
（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな

るもの

決議 株式の
種類

配当の
原資

配当金の
総額(千円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

平成28年６月21日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 229,699 37.00 平成28年３月31日平成28年６月22日

（注）平成28年６月21日定時株主総会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株
式に対する配当金1,124千円が含まれております。

　
3. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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〔金融商品に関する注記〕
1． 金融商品の状況に関する事項
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借
入により資金を調達しております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、販売管理規程（与信管理要領）に沿って
リスク低減を図っております。また、投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式
であり、四半期ごとに時価及び発行体の財務状況等の把握を行っております。
営業債務である買掛金及び未払金は、ほとんど１年以内の支払期日であります。長期借入
金は主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、借入期間は最長で決算日後４年
６ヶ月であります。
営業債務及び長期借入金は流動性リスクに晒されておりますが、担当部門において、適時

に資金繰計画を作成・更新するとともに手許流動性の維持等により管理しております。
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2． 金融商品の時価等に関する事項
平成28年３月31日（当連結会計年度の決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及
びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：千円）
連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 現金及び預金 5,112,628 5,112,628 ―
(2) 受取手形及び売掛金 5,774,613 5,774,613 ―
(3) 投資有価証券

その他有価証券 365,006 365,006 ―
資産計 11,252,248 11,252,248 ―

(1) 買掛金 3,548,454 3,548,454 ―
(2) 未払金 1,536,597 1,536,597 ―
(3) 長期借入金 (※) 3,421,786 3,422,812 1,026

負債計 8,506,838 8,507,864 1,026
　　（※）長期借入金には、１年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。
　(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産
（1）現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
簿価額によっております。

（2）受取手形及び売掛金
受取手形及び売掛金は概ね短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当
該帳簿価額によっております。

（3）投資有価証券
株式は取引所の価格によっております。
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負債
（1）買掛金、（2）未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
簿価額によっております。

（3）長期借入金
長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映することから、
時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固
定金利によるものは、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利
率で割り引いた現在価値により算定しております。

　(注２)非上場有価証券（連結貸借対照表計上額6,100千円）は、市場価格がなく、かつ将来キ
ャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められ
るため、「(3)投資有価証券」には含めておりません。

　
〔１株当たり情報に関する注記〕
1. １株当たり純資産額 2,336円41銭
2. １株当たり当期純利益 207円61銭
　
〔重要な後発事象に関する注記〕
該当事項はありません。
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個 別 注 記 表
〔重要な会計方針に係る事項に関する注記〕
1. 資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。

②その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。

（2）たな卸資産の評価基準及び評価方法
製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品
移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）及び個別法による原
価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。
但し、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、定
額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
建物 ３～38年
構築物 ７～60年
機械及び装置 ２～17年
車両運搬具 ２～７年
工具、器具及び備品 ２～20年
また、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、３年間で均等償
却する方法によっており、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能
限度額まで償却が終了した翌事業年度から５年間で均等償却する方法によっております。
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（2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
但し、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づ
く定額法を採用しております。

（3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する定額法によっております。

（4）長期前払費用
定額法によっております。

3. 引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しており
ます。

（2）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度に負担

すべき額を計上しております。
（3）役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度に負担す
べき額を計上しております。

（4）株主優待引当金
株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌事業年度において発生すると見込ま

れる額を計上しております。
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（5）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見
込額に基づき計上しております。なお、年金資産の見込額が退職給付債務の見込額を超過
している場合は、超過額を前払年金費用として計上しております。
数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数（10年）による定額法により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとし
ております。
(追加情報)
当社は、平成27年４月１日に退職一時金制度の全てについて確定拠出年金制度へ移行
し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号 平成14
年１月31日）を適用しております。
本移行に伴う影響額は、当事業年度の特別利益として43,589千円計上しております。

（6）執行役員退職慰労引当金
執行役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上

しております。
（7）従業員株式給付引当金

従業員株式給付規程に基づく従業員への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末に
おける株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

（8）役員株式給付引当金
取締役株式交付規程に基づく役員への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末にお
ける株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
①退職給付に係る会計処理
　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこ
れらの会計処理の方法と異なっております。
②消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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〔追加情報〕
(役員退職慰労金制度の廃止)
当社は、平成27年６月17日開催の第50回定時株主総会において、役員報酬体系の見直
しの一環として、役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給（支給の時期は各取締役及び
各監査役の退任時）を決議しました。
これに伴い、当事業年度において、「役員退職慰労引当金」31,116千円を取崩し、打切

り支給に伴う未払額を固定負債の「その他」に含めて表示しております。
なお、前事業年度まで「役員退職慰労引当金」に含めておりました執行役員分について

は、執行役員退職慰労金制度が存続しているため、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、
「執行役員退職慰労引当金」に振替計上しております。

　
(役員向け株式交付信託及び株式給付信託型ＥＳＯＰについて)
当社は、平成27年６月17日開催の第50回定時株主総会において、中長期的な業績向上
と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、取締役（社外取締役を除く。）
を対象に役員向け株式交付信託を、また、平成27年８月３日開催の取締役会において、
一定以上の職位の従業員を対象に株式給付信託型ＥＳＯＰを決議し、導入いたしました。
（1）取引の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託を設定し、信託を通じて当社株式
の取得を行い、対象者に給付する仕組みであります。
役員向け株式交付信託については、取締役に対し、取締役株式交付規程に従って、

その役位及び経営指標に関する数値目標の達成度に応じて付与されるポイントに基づ
き、信託を通じて当社株式を交付する仕組みであります。
株式給付信託型ＥＳＯＰについては、一定以上の職位の従業員に対し、従業員株式
給付規程に従って、その職位に応じて付与されるポイントに基づき、信託を通じて当
社株式を交付する仕組みであります。

（2）信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）によ

り、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株
式数は、当事業年度末90,478千円、30,400株であります。

　

web開示 2016年05月28日 02時45分 $FOLDER; 15ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



― 15 ―

〔貸借対照表に関する注記〕
1. 有形固定資産の減価償却累計額 10,094,070千円
2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 330,666千円
短期金銭債務 98,053千円

　
〔損益計算書に関する注記〕
関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額

営業取引高（収入分） 1,056,126千円
営業取引高（支出分） 1,033,256千円
営業取引以外の取引高（収入分） 1,656千円

　
〔株主資本等変動計算書に関する注記〕
自己株式の数に関する事項
　

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式 91,812株 30,488株 ―株 122,300株

（注）1 当事業年度末の自己株式数には、役員向け株式交付信託及び株式給付信託型ＥＳＯ
Ｐの信託財産として保有する当社株式が、30,400株含まれております。

2 自己株式（普通株式）の株式数の増加は下記によるものです。
単元未満株式の買い取りによる増加 88株
役員向け株式交付信託及び株式給付信託型
ＥＳＯＰの取得による増加 30,400株
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〔税効果会計に関する注記〕
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
ゴルフ会員権評価損 9,288 千円
未払事業税 27,026
賞与引当金 103,323
法定福利費 14,808
確定拠出年金制度移行金 84,554
未払役員退職慰労金 9,379
試験研究用設備 35,991
その他有価証券評価差額金 6,259
その他 13,673
繰延税金資産計 304,305
繰延税金負債
前払年金費用 △18,144 千円
買換資産圧縮積立金 △4,712
特別償却準備金 △5,221
圧縮記帳積立金 △1,366
土地圧縮積立金 △7,079
その他有価証券評価差額金 △46,438
その他 △796
繰延税金負債計 △83,758
繰延税金資産の純額 220,546
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2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、
当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 32.4％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.8
試験研究費等税額控除 △1.8
生産性向上設備投資促進税制による税額控除 △1.6
所得拡大促進税制による税額控除 △2.3
住民税均等割 0.8
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 0.7
その他 0.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.4
　
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平
成28年３月29日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負
債の計算（ただし、平成28年４月１日以降解消されるものに限る）に使用した法定実効税率
は、前事業年度の32.4％から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年４月１日から平
成30年３月31日までのものは30.3％、平成30年４月１日以降のものについては30.1％にそ
れぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が9,473千円減少
し、当事業年度に計上された法人税等調整額が11,475千円、その他有価証券評価差額金額
が2,002千円それぞれ増加しております。

　

web開示 2016年05月28日 02時45分 $FOLDER; 18ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



― 18 ―

〔関連当事者との取引に関する注記〕
該当事項はありません。

　

〔１株当たり情報に関する注記〕
1. １株当たり純資産額 2,314円89銭
2. １株当たり当期純利益 196円78銭
　
〔重要な後発事象に関する注記〕
該当事項はありません。
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